
 

 

 

 

令和７年度「犯罪被害者週間」における広報・啓発について 

 

１　要旨・目的 

犯罪被害者等の置かれた状況や、平穏な生活への配慮等について、県民の理解を深め、

県民の協力のもとに関係施策が講じられていくよう、「犯罪被害者週間」に合わせて、広

報・啓発を実施する。  
 

２　現状・背景 

　　平成17年12月に閣議決定された「犯罪被害者等基本計画」において、「犯罪被害者等

基本法」の成立日である12月１日以前の１週間が「犯罪被害者週間」と定められ、令和

３年３月策定の第４次犯罪被害者基本計画においても、同週間に合わせた集中的な広報

啓発活動の実施が取組の一つとして掲げられている。 
 

３　概要 

(1)　実施主体 

　　　 広島県、広島県警察、広島市、広島県被害者支援連絡協 

議会、公益社団法人広島被害者支援センター　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

(2)　実施期間　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　 令和７年11月25日（火）から同年12月１日（月） 

までの７日間　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

(3)　対象　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

県民　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

(4)　実施内容（主な取組）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

ア　街頭キャンペーン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

・日時 令和７年11月26日（水）７時30分～８時30分 

・場所 広島駅南北通路（新幹線口から在来線入口までの南北通路） 

・内容　啓発チラシ等の配布　　　　　　　　　　　　　　 

 イ　令和７年度被害者支援講演会 

　　　 ・日時 令和７年11月29日（土）13時30分～16時00分 

　　　 ・場所 広島弁護士会館（広島市中区八丁堀2-73） 

　　　 ・主催 公益社団法人広島被害者支援センター 

　　　 ・共催 広島県、広島県警察、広島市、広島県被害者支援連絡協議会 

　　　 ・内容 講演「千鶴～犯罪被害者になる～」 

殺人事件被害者御遺族　清家　政明　氏 
き よ か まさあき

　　　　　　　演奏会　広島県警察音楽隊 

４　その他（関連情報等） 

https://www.pref.hiroshima.lg.jp/site/higaisha/news-higaisyasyuukan.html
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